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令
和
７
年
度
薬
事
審
議
会

令
和
７
年
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
薬
機
法
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

令
和
８
年
１
月
１
９
日

薬
務
課
監
視
係 1

1



令
和
７
年
６
月
４
日
厚
生
科
学
審
議
会

医
薬
品
医
療
機
器
制
度
部
会
資
料
１
よ
り

2

2



令
和
８
年
５
月
１
日
施
行

①
濫
用
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
の
販
売

→
販
売
方
法
を
見
直
し
、
若
年
者
に
対
し
て
は
適
正
量
に
限
っ
て
販
売
す
る
こ
と
等
を
法
令
上
規
定
。

②
要
指
導
医
薬
品
の
販
売
方
法
等
の
見
直
し

→
薬
剤
師
の
判
断
に
基
づ
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
に
よ
り
、
必
要
な
情
報
提
供
を
行
っ
た
上
で
販
売

で
き
る
こ
と
を
法
令
上
規
定
。

公
布
後
２
年
以
内
施
行

③
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
用
い
た
医
薬
品
の
遠
隔
販
売

→
薬
剤
師
等
が
常
駐
し
な
い
登
録
を
受
け
た
店
舗
で
医
薬
品
を
保
管
し
、
購
入
者
へ
受
け
渡
し
で
き
る
こ

と
を
法
令
上
規
定
。

④
処
方
箋
医
薬
品
以
外
の
医
療
用
医
薬
品
の
販
売

→
処
方
箋
の
交
付
を
受
け
た
者
以
外
の
者
に
対
し
て
販
売
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
場
合
を
法
令
上

規
定
。

⑤
調
剤
業
務
の
一
部
外
部
委
託
の
制
度
化

→
委
託
薬
局
及
び
受
託
薬
局
に
お
い
て
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
、
外
部
委
託
で
き
る
こ
と
を
法

令
上
規
定
。

⑥
健
康
サ
ポ
ー
ト
薬
局
の
認
定
薬
局
制
度
化

→
地
域
連
携
薬
局
及
び
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
と
同
様
に
、
認
定
薬
局
制
度
の
１
つ
と
す
る
。
法
律

上
の
名
称
を
「
健
康
増
進
支
援
薬
局
」
と
し
た
上
で
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
認
定
制
度
と
す
る
。

公
布
後
３
年
以
内
施
行

⑦
薬
局
機
能
情
報
提
供
制
度
の
報
告
先

→
報
告
先
を
薬
局
開
設
許
可
権
者
と
同
一
に
す
る
。
そ
の
他
、
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
保

健
所
設
置
市
市
長
・
特
別
区
区
長
の
間
で
、
報
告
及
び
助
言
等
を
法
令
上
規
定
。

薬
局
・
医
薬
品
販
売
関
係
の
主
な
改
正
内
容
と
施
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
公
布
日
：
令
和
７
年
５
月
２
１
日
）

3

3



•
濫
用
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
（
指
定
濫
用
防
止
医
薬

品
）
の
販
売
に
つ
い
て

•
健
康
増
進
支
援
薬
局
の
認
定
に
つ
い
て

4

4



令
和
７
年
１
１
月
１
１
日
薬
事
審
議
会
医
薬
品
等
安
全
対
策
部
会

安
全
対
策
調
査
会
資
料
１
－
２
よ
り

5

5



令
和
７
年
１
１
月
１
１
日
薬
事
審
議
会
医
薬
品
等
安
全
対
策
部
会

安
全
対
策
調
査
会
資
料
１
－
２
よ
り

6

6



令
和
７
年
１
１
月
１
１
日
薬
事
審
議
会
医
薬
品
等
安
全
対
策
部
会

安
全
対
策
調
査
会
資
料
１
－
２
よ
り

7

7



令
和
７
年
１
１
月
１
１
日
薬
事
審
議
会
医
薬
品
等
安
全
対
策
部
会

安
全
対
策
調
査
会
資
料
１
－
２
よ
り

8

8



令
和
７
年
１
１
月
１
１
日
薬
事
審
議
会
医
薬
品
等
安
全
対
策
部
会

安
全
対
策
調
査
会
資
料
１
－
２
よ
り

9

9



令
和
７
年
１
１
月
１
１
日
薬
事
審
議
会
医
薬
品
等
安
全
対
策
部
会

安
全
対
策
調
査
会
資
料
１
－
２
よ
り

10

10



•
濫
用
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
（
指
定
濫
用
防
止
医
薬

品
）
の
販
売
に
つ
い
て

•
健
康
増
進
支
援
薬
局
の
認
定
に
つ
い
て

11

11



令
和
６
年
１
０
月
３
日
厚
生
科
学
審
議
会

医
薬
品
医
療
機
器
制
度
部
会
資
料
３
よ
り

12

12



令
和
７
年
６
月
３
０
日
第
１
５
回
薬
局
・
薬
剤
師
の

機
能
強
化
等
に
関
す
る
検
討
会
資
料
４
よ
り

13

13



●
健
康
増
進
支
援
薬
局
の
認
定
基
準
に
係
る
条
文
抜
粋
（
公
布
（
R7

.5
.2
1）
後
２
年
以
内
施
行
）

（
健
康
増
進
支
援
薬
局
）

第
六
条
の
四
薬
局
で
あ
つ
て
、
そ
の
機
能
が
、
利
用
者
の
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
使
用
に
関
す
る
情
報
を
把
握
し
、
当
該
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
て

当
該
利
用
者
に
お
け
る
健
康
の
保
持
増
進
に
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
て
健
康
増
進
支
援
薬
局
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
構
造
設
備
が
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二
利
用
者
に
お
け
る
主
体
的
な
健
康
の
保
持
増
進
の
支
援
に
関
係
す
る
機
関
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
関
と
連
携
す
る
体
制
が
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
利
用
者
の
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
使
用
に
関
す
る
情
報
を
把
握
し
、
当
該
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
て
当
該
利
用
者
に
お
け
る
健
康
の
保
持
増
進
に

必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
う
体
制
が
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

●
地
域
連
携
薬
局
の
認
定
基
準
に
係
る
条
文
抜
粋

（
地
域
連
携
薬
局
）

第
六
条
の
二
薬
局
で
あ
つ
て
、
そ
の
機
能
が
、
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
が
診
療
又
は
調
剤
に
従
事
す
る
他
の
医
療
提
供
施
設
と
連

携
し
、
地
域
に
お
け
る
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
の
推
進
及
び
効
率
的
な
提
供
に
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指

導
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
て
地
域

連
携
薬
局
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
構
造
設
備
が
、
薬
剤
及
び
医
薬
品
に
つ
い
て
情
報
の
提
供
又
は
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
受
け
る
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
の
心
身

の
状
況
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
利
用
者
の
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
使
用
に
関
す
る
情
報
を
他
の
医
療
提
供
施
設
と
共
有
す
る
体
制
が
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
地
域
の
患
者
に
対
し
安
定
的
に
薬
剤
を
供
給
す
る
た
め
の
調
剤
及
び
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
を
行
う
体
制
が
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
居
宅
等
（
薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
居
宅
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
調
剤
並
び
に

情
報
の
提
供
及
び
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
う
体
制
が
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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12

29
2

73
0

44
5

44
7

34
7

17
5

14
4

11
0

14

12
02

25
65

13
75

10
96

81
2

34
4

28
9

28
3

0

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

10
歳

未
満

10
代

20
代

30
代

40
代

50
代

60
代

70
代

80
代

以
上

男
女

市
販
薬
乱
用
の
現
状

全
国
に
お
け
る
現
状

○
薬

物
依

存
症

の
治

療
を

受
け

た
１

０
代

患
者

の
主

た
る

薬
物

は
、
市

販
薬

の
割

合
が

H
26

年
の

０
％

か
ら

R
６

年
に

は
約
7
2
％
と
急
増

し
て

い
る

。
（

※
１

）

○
医

薬
品

の
過

剰
摂

取
が

原
因

と疑
わ

れ
る

救
急

搬
送

者
数

の
約
半
分
を
1
0
～
2
0
代
が
占
め
て
い
る

。
（

※
２

）

※
１

全
国

の
精

神
科

医
療

施
設

に
お

け
る

薬
物

関
連

精
神

疾
患

の
実

態
調

査
（

20
24

年
）

※
２

令
和

５
年

１
２

月
１

８
日

第
11

回
医

薬
品

の
販

売
制

度
に

関
す

る
検

討
会

参
考

資
料

２

≪全
国
の
精
神
科
医
療
施
設
に
お
け
る
薬
物
依
存
症
の
治
療
を
受
け
た

１
０
代
患
者
の
「
主
た
る
薬
物
」
の
推
移
≫

7
1
.5
%

6
5
.2
%

5
6
.4
%

4
1
.2
%

2
5
.0
%

0
.0
%

0%
20

%
40

%
60

%
80

%
10

0%

20
24

年

20
22

年

20
20

年

20
18

年

20
16

年

20
14

年 覚
醒

剤
大

麻
危

険
ド

ラ
ッグ

睡
眠

薬
・抗

不
安

薬
市

販
薬

そ
の

他

≪全
国
に
お
け
る
医
薬
品
の
過
剰
摂
取
が
原
因
と
疑
わ
れ
る
救
急
搬
送
者
数
≫

（
令
和
４
年
・
消
防
庁
及
び
厚
生
労
働
省
調
べ
）
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市
販
薬
乱
用
の
現
状

全
国
に
お
け
る
現
状

○
過

去
１

年
以

内
に

市
販

薬
の

乱
用

経
験

の
あ

る

国
民
の
割
合

は
全

体
の
0
.7
5
％

（
※

3）

≪
約
5
5
人
に
１
人

の
割

合
≫
  

高
校
生
の
割
合

は
全

体
の
約
1
.4
%

（
※

2）
≪
約
7
0
人
に
１
人

の
割

合
≫
  

≪
約
6
5
万
人

と推
定

≫

※
1

飲
酒

・喫
煙

・薬
物

乱
用

に
つ

い
て

の
全

国
中

学
生

意
識

・実
態

調
査

（
20

24
年

）
※

2
薬

物
使

用
と生

活
に

関
す

る
全

国
高

校
生

調
査

（
20

24
年

）
※

3
薬

物
使

用
に

関
す

る
全

国
住

民
調

査
（

20
23

年
）

中
学
生
の
割
合

は
全

体
の
約
1
.8
%

（
※

1）

※
大

麻
の
約
4
5
倍

（
大

麻
の

過
去

１
年

間
の

経
験

率
:

全
体

の
約

0.
04

%
）

※
大

麻
の
約
9
.3
倍

（
大

麻
の

過
去

１
年

間
の

経
験

率
:

全
体

の
約

0.
15

%
）

※
大

麻
の
約
３
.2
5
倍

（
大

麻
の

過
去

１
年

間
の

経
験

率
:

全
体

の
約

0.
23

%
）
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市
販
薬
乱
用
の
現
状

全
国
に
お
け
る
現
状

○
過

去
１

年
以

内
に

市
販

薬
を

乱
用

し
た

こ
との

あ
る

高
校

生
の

う
ち

、
約
1
1
％
が
週
に
数
回
以
上
使
用

し
て

い
る

。
（

※
）

○
過

去
１

年
以

内
に

市
販

薬
を

乱
用

し
た

こ
との

あ
る

高
校

生
が

乱
用

時
に

使
用

し
た

市
販

薬
の

入
手

先
は

、
薬
局
・

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
等
の
実
店
舗
が
約
５
４
％

と
、
半

数
以

上
を

占
め

て
い

る
。

（
※

）

※
薬

物
使

用
と生

活
に

関
す

る
全

国
高

校
生

調
査

（
20

24
年

）

40
.1
0%

17
.7
0%

10
.9
0%

6.
30
%

4.
60
%

過
去

1年
間

に
お

け
る

市
販

薬
の

乱
用

頻
度

１
回

か
ら

数
回

月
に

数
回

頻
度

不
明

週
に

数
回

ほ
とん

ど毎
日

54
.1
0%

26
.6
0%

5.
80
%
4.
20
%

乱
用

時
に

用
い

た
市

販
薬

の
入

手
先

薬
局

・ド
ラ

ッグ
ス

ト
ア

等
の

実
店

舗
家

の
常

備
薬

イ
ン

タ
ー

ネ
ット

友
人

・恋
人

・知
人
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市
販
薬
乱
用
の
現
状

0
23

73

42
64

47
64

1

15
3

26
6

14
5

10
6

10
8

11
2

0

10
0

20
0

30
0

10
歳

未
満

10
代

20
代

30
代

40
代

50
代

60
代

以
上

男
女

○
福
岡
県
に
お
い
て
も
、
医
薬
品
の
過
剰
摂
取
が
原
因
と
疑
わ
れ
る
救
急
搬
送
者
数
は
増
加
傾
向
で
あ
り
、

10
～
20
代
が
約
４
割
を
占
め
て
い
る
。

○
救
急
搬
送
者
数
の
男
女
別
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
女
性
が
約
７
割
を
占
め
て
い
る
。

福
岡
県
に
お
け
る
現
状

26
.0
%

74
.0
%

男
女
別
割
合
（
令
和
６
年
）

男
女

≪福
岡
県
に
お
け
る
医
薬
品
の
過
剰
摂
取
が
原
因
と
疑
わ
れ
る
救
急
搬
送
者
数

≫

26
3

30
4

31
3

71
7

83
8

89
1

0

40
0

80
0

12
00

R
4

R
5

R
6

性
別
・
搬
送
者
数
年
次
推
移
（
令
和
４
～
６
年
）

男
女

年
代
・
男
女
別
搬
送
者
数
（
令
和
6年
）
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福
岡
県
に
お
け
る
取
組
み

○
福

岡
県

薬
物

乱
用

防
止

啓
発

サ
イ

ト
に

お
い

て
市

販
薬

乱
用

に
関

す
る

ペ
ー

ジ
を

掲
載

し
、
市

販
薬

乱
用

の
現

状
と
相

談
窓

口
（

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

・こ
こ

ろ
の

健
康

相
談

窓
口

）
の
周
知
啓
発
を
実
施

。

○
県

公
式

SN
S
（

LI
N

E
・X

）
を

活
用

し
、

医
薬

品
の

適
正

使
用

及
び

相
談

窓
口

の
周
知
啓
発
を
実
施

。
（

年
４

回
程

度
）

○
厚

生
労

働
省

が
毎

年
実

施
し

て
い

る
「医

薬
品

販
売

制
度

実
態

把
握

調
査

」に
お

い
て

、
濫

用
等

の
お

そ
れ

の
あ

る
医

薬
品

の
販

売
が

不
適

切
で

あ
る

と
さ

れ
た

店
舗

等
に

立
入
指
導
を
実
施

。

h
tt
p
s:
//
w
w
w
.n
o
-d

ru
gs

-f
uk

uo
ka

.jp
/

福
岡

県
薬

物
乱

用
防

止
啓

発
サ

イ
ト

検
索

濫
用

等
の

お
そ

れ
の

あ
る

医
薬

品
を

複
数

個
購

入
し

よ
う
とし

た
際

の
対

応
が

適
切

で
あ

った
割

合
:

適
切

で
あ

った
8
8
.4
％

(8
0.

9%
)

適
切

で
な

か
った

1
1
.6
％

(1
9.

1%
)

（
括

弧
内

の
数

字
は

令
和

５
年

度
の

結
果

）

≪
令

和
６

年
度

調
査

結
果

≫
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福
岡
県
に
お
け
る
取
組
み

○
福

岡
県

薬
物

乱
用

防
止

講
習

会
講

師
団

講
師

に
対

し
、

学
校

等
で

の
薬

物
乱

用
防

止
教

室
に

お
い

て
、
違

法
薬

物
と
と
も

に
市

販
薬

の
乱

用
に

よ
る

危
険

性
及

び
医

薬
品

の
適

正
使

用
等

に
関

す
る

内
容

を
盛

り
込

む
よ

う
に

依
頼

。
ま

た
、
市

販
薬

の
乱

用
を

テ
ー

マ
に

、
福

岡
県

薬
物

乱
用

防
止

講
習

会
講

師
団

講
師

研
修

会
を

実
施

し
、
講
師

の
資
質
向
上

に
努

め
て

い
る

。

【講
師
及
び
講
演
内
容
】

講
師

:
国

立
精

神
・神

経
医

療
研

究
セ

ン
タ

ー
嶋

根
卓

也
先

生

演
題

:
「助

け
て

」が
言

え
な

い
子

供
た

ち
:

大
麻

と市
販

薬
乱

用

講
師

:
福

岡
大

学
医

学
部

精
神

医
学

教
室

衛
藤

暢
明

先
生

演
題

:
医

薬
品

の
過

剰
摂

取
に

至
る

自
殺

未
遂

者
へ

の
対

応
に

つ
い

て

講
師

:
第

一
薬

科
大

学
薬

物
解

析
学

分
野

城
田

起
郎

先
生

演
題

:
若

年
層

に
広

が
る

市
販

薬
の

過
剰

摂
取

と薬
物

乱
用

防
止

啓
発

へ
の

取
り組

み
に

つ
い

て

R
4

R
6

R
7

○
県

内
各

私
立

小
・中

・高
・中

等
教

育
学

校
あ

て
薬

物
乱

用
防

止
教

室
を

実
施

す
る

よ
う依

頼
す

る
と
と
も

に
、

そ
の

中
で
医
薬
品
の
適
正
使
用
に
関
す
る
教
育

も
併

せ
て

行
う
よ

う
に

依
頼

。
※

本
県

の
学

域
に

お
け

る
、
薬

物
乱

用
防

止
教

室
の

実
施

率
は

、
平

成
２

６
年

度
以

降
、
公

立
小

学
校

、
公

立
中

学
校

及
び

県
立

高
校

に
お

い
て

、
い

ず
れ

も
１

０
０

％
。
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今
後
の
取
組
み

○
令

和
７

年
度

、
小

学
生

及
び

中
高

生
を

対
象

と
し

た
、
市

販
薬

の
適

正
使

用
促

進
を

目
的

と
す

る
啓
発
資
材
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
を
制
作

。
（

令
和

８
年

２
月

完
成

予
定

）


小

学
生

向
け

パ
ン

フ
レ

ット
（

案
）


市

販
薬

に
つ

い
て

の
基

本
知

識
・適

正
使

用
の

啓
発

に
重

き
を

置
い

た
内

容
。

・市
販

薬
の

購
入

方
法

、
使

用
タ

イ
ミン

グ
・市

販
薬

を
使

用
す

る
際

の
注

意
事

項
・市

販
薬

の
不

適
切

な
使

用
の

危
険

性
・オ

ー
バ

ー
ド

ー
ズ

に
つ

い
て

（
不

適
切

な
使

用
の

一
例

と
し

て
）


５

・６
年

生
が

読
む

こ
とを

想
定

。


裏
表

紙
に

、
先

生
へ

の
メ

ッセ
ー

ジ
及

び
保

護
者

へ
の

メ
ッセ

ー
ジ

を
入

れ
る

。


中

高
生

向
け

パ
ン

フ
レ

ット
（

案
）


オ

ー
バ

ー
ド

ー
ズ

防
止

の
た

め
の

啓
発

と相
談

支
援

体
制

の
周

知
に

重
き

を
置

い
た

内
容

。
・市

販
薬

の
基

本
的

知
識

（
成

分
・分

類
・適

正
使

用
）

・市
販

薬
乱

用
（

オ
ー

バ
ー

ド
ー

ズ
）

の
定

義
・現

状
・き

っか
け

・健
康

へ
の

影
響

・悩
み

を
相

談
す

る
こ

と
の

重
要

性
・カ

フ
ェイ

ン
（

エ
ナ

ジ
ー

ド
リン

ク
・コ

ー
ヒ
ー

）
を

過
剰

摂
取

す
る

こ
との

危
険

性


裏
表

紙
に

、
保

護
者

へ
の

メ
ッセ

ー
ジ

を
入

れ
る

。

作
成

し
た

パ
ン

フ
レ

ット
は

、
学

校
に

お
け

る
薬

物
乱

用
防

止
教

室
に

お
い

て
配

布
す

る
ほ

か
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

す
る

予
定

。


パ
ン

フ
レ

ット
の

活
用

方
法

等
に

つ
い

て
御

意
見

い
た

だ
き

た
い

。※
パ

ン
フ
レ

ット
の

内
容

及
び

画
像

は
制

作
中

の
も

の
で

あ
り、

今
後

変
更

に
な

る
可

能
性

が
あ

りま
す

。
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